
（８）土地改良事業補助金交付要綱
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土地改良事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１ 県は，農業の生産基盤の整備等を図るため，土地改良事業を行う者（以下「事業主体」と

いう｡）が土地改良事業に要する経費について，当該事業主体に対し，予算の範囲内において

土地改良事業補助金を交付するものとし，その交付等に関しては，補助金等交付規則（昭和 51

年宮城県規則第 36号。以下「規則」という｡）に定めるもののほか，この要綱の定めるところ

による。 

（事業主体） 

第２ この要綱で「事業主体」とは次に掲げる者をいう。 

（１） 市町村

（２） 土地改良区及びその連合体

（３） 農地中間管理機構

（４） その他知事が適当と認める者

（交付の対象事業等） 

第３ 土地改良事業補助金の交付対象となる事業の種類，経費及び補助率は，別表のとおりとす

る。 

（交付の申請） 

第４ 規則第３条第１項の規定による補助金交付申請書の様式は，別記様式第１号によるものと

し，その提出期限は知事が別に定める日とする。 

２ 規則第３条第２項の規定により，補助金交付申請書に添付しなければならない書類は，次

のとおりとする。 

（１） 経費の配分及び事業計画の概要

（２） 収支予算書

（３） その他知事が必要と認める書類

３ 第１項の申請書を提出するに当たって，当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額

（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち，消費税法（昭和 63

年法律第 108号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額

に地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計

額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）があり，かつ，その金額が明らかになっ

た場合には，これを減額して申請しなければならない。ただし，申請時において当該補助金

に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない事業主体に係る部分については，この限

りではない。 

（交付決定前の着手） 

第５ 事業主体は原則として，規則第４条に基づく通知を受けて事業を行うものとするが，やむ

を得ない事情がある場合には，別記様式第２号により，その旨を知事に届出たうえで，事業に

着手することができる。ただし，国の補助を受けて実施する事業にあっては，当該事業につい

て国の定める実施要綱等に，交付決定前着手を認める規定があるものに限る。 

（交付の条件） 

第６ 規則第５条の規定により付する条件は，次のとおりとする。 

補助事業の内容の変更又は補助事業に要する経費の配分を変更する場合においては，別記

様式第３号により知事の承認を受けること。ただし，次に掲げる変更以外の変更にあっては，
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この限りでない。 

（１） 別表の事業の種類の欄に掲げる（１），（２），（３）の①，（３）の③，（４），

（６），（８），（11）及び（22）の事業

イ 地区ごとの事業費の増額又は減額

ロ 地区ごとに次に掲げる変更

（イ） 事業の中止又は廃止

（ロ） 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合

（２） 別表の事業の種類の欄に掲げる（３）の②，（５）, （７）及び（21）の事業

イ 地区ごとの事業費の増額又は減額

ロ 地区ごとに次に掲げる変更

（イ） 経費の配分の変更

ａ  県費かさ上げ補助率の異なる工種を含む事業地区については，県補助金額の増 

 減 

ｂ 工事費のうち費目区分欄に掲げる経費の相互間の 30％を超える増減 

（ロ） 事業の内容の変更

ａ 工種別の事業量の 30％を超える増減 

ｂ 工種の新設，変更又は廃止 

（ハ） 事業の中止又は廃止

（ニ） 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合

（３） 別表の事業の種類の欄に掲げる（９），（16）及び(19)の事業

イ 地区ごとの事業費の増額又は減額

ロ 地区ごとに次に掲げる変更

（イ） 事業の内容の変更

ａ 工種別の事業量の 30％を超える増減

ｂ 工種の新設，変更又は廃止

（ロ） 事業の中止又は廃止

（ハ） 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合

（４） 別表の事業の種類の欄に掲げる（10）の事業

イ 地区ごとの事業費の増額又は減額

ロ 地区ごとに次に掲げる変更

（イ） 経費の配分の変更

ａ  事業費のうち経費区分欄に掲げる経費の相互間の 30％を超える増減

（ロ） 事業の中止又は廃止

（ハ） 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合

（５） 別表の事業の種類の欄に掲げる（12）の事業

イ 地区ごとの事業費の増額又は減額

ロ 地区ごとに次に掲げる変更

（イ） 経費の配分の変更

ａ 県費のかさ上げ補助率の異なる工種を含む事業地区については，県補助金額の

増減 

（ロ） 事業の内容の変更

ａ 工種別の事業量の 30％（30％に相当する額が 400万円以下の場合は 400万円）

を超える増減 

ｂ 工種の新設，変更又は廃止 

（ハ） 事業実施主体の変更

（ニ） 地区相互間の間接補助金の額の流用

（ホ） 事業の中止又は廃止

（へ） 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合 
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（６） 別表の事業の種類の欄に掲げる（13）の事業

イ 地区ごとの事業費の増額又は減額

ロ 事業内容の変更

ハ 事業の中止又は廃止

（７） 別表の事業の種類の欄に掲げる（14），(15)の事業

イ 地区ごとの事業費の増額又は減額

ロ 地区ごとに次に掲げる変更

（イ） 経費の配分の変更

ａ 事業費のうち費目区分欄に掲げる経費の相互間の 30％を超える増減 

（ロ） 事業の内容の変更

ａ 操作体制人員配置の変更 

ｂ 費目区分欄に掲げる経費の新設, 変更又は廃止 

（ハ） 事業の中止又は廃止

（ニ） 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合

（８） 別表の事業の種類の欄に掲げる（18）の事業

イ 地区ごとの事業費の増額又は減額

ロ 地区ごとに次に掲げる変更

（イ） 地域内農地集積型と高収益作物転換型の相互間の額の流用

（ロ） 事業類型の変更

ａ  地域内農地集積型から高収益作物転換型への変更 

（ハ） 事業主体の変更

（ニ） 事業の中止又は廃止

（ホ） 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合

（交付申請の取下げ） 

第７ 規則第７条の規定により交付申請を取下げようとするときは，交付決定の通知を受けた日

から 15日以内に，その旨を記載した書面を知事に提出しなければならない。 

（状況報告） 

第８ 規則第 10 条の規定による報告は，補助金の交付決定のあった年度の各四半期（第４・四

半期を除く。）の末日現在において，別記様式第４号により事業遂行状況報告書を作成し，当

該四半期の最終月の翌月 15日までに知事に提出するものとする。 

（実績報告） 

第９ 規則第 12 条第１項の規定による補助事業実績報告書の様式は，別記様式第５号によるも

のとし，その提出期限は事業完了の日から，１ヶ月を経過した日又は翌年度の４月５日のいず

れか早い日（事業主体に対し補助金の全額が前金払又は概算払で交付された場合は翌年度の４

月 20日）とする。 

２ 前項の規定により補助事業実績報告書に添付しなければならない書類は，次のとおりとす

る。 

（１） 経費の配分及び事業実績の概要

（２） 収支精算書

（３） 各事業費の根拠となる支払経費ごとの内訳を記載した資料，帳簿の写し又は補助金調

書のいずれか

（４） 財産管理台帳

（５） 補助金交付申請書又は変更承認申請書に添付したものから変更があったものについて

は，必要書類

（６） その他知事が必要と認める書類
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３ 第４第３項ただし書により交付の申請をした事業主体は，第１項の補助事業実績報告書を

提出するに当たって，当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合

には，これを補助金額から減額して報告しなければならない。 

４ 第４第３項ただし書により交付の申請をした事業主体は，第１項の補助事業実績報告書を

提出した後において，消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消

費税等相当額が確定した場合には，その金額（前項の規定により減額をした各事業主体につ

いては，その金額が減じた額を上回る部分の金額）を別記様式第６号により速やかに知事に

報告するとともに，知事の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。 

  また，当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかにならない場合又はない場

合にあっても，その状況等について，額の確定のあった日の翌年６月 15 日までに，知事に

報告しなければならない。  

（補助金の額の確定） 

第 10 知事は，規則第 12 条第１項の規定により実績報告を受けた場合には，補助事業実績報告

書等の審査及び必要に応じて現地調査等を行い，その報告に係る補助事業の成果が交付決定の

内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは，補助金の額を確定し，事業主体に通知

するものとする。 

２ 前項の審査及び現地調査等は，経済商工観光部，農政部及び水産林政部補助事業確認調査要

綱（平成 13年４月１日施行）により実施するものとする。 

（補助金の交付方法） 

第 11 知事は，第 10 第１項に規定する補助金の額の確定後において補助金を交付するものとす

る。ただし，知事は，事業の遂行上必要があると認めるときは，規則第 15 条ただし書の規定

により概算払又は前金払により交付することができるものとし，その請求は，別記様式第７号

によるものとする。 

（補助金の経理） 

第 12 事業主体は，補助事業についての帳簿を備え，他の経理と区分して当該事業の収入及び支

出を記載し，補助金の使途を明らかにしておかなければならない。 

２ 事業主体は，前項の収入及び支出について，規則第 20 条に基づき，その支出内容の証拠書

類又は証拠物を整備して前項の帳簿とともに補助事業の完了又は廃止の日の属する年度の翌

年度から起算して５年間整備保管しなければならない。 

（財産の管理等） 

第 13 事業主体は，補助事業により取得し，又は効用の増加した財産（以下「取得財産等」とい

う。）については，当該事業の完了後においても，善良な管理者の注意をもって管理し，補助

金交付の目的に従って，その効率的運用を図らなければならない。 

２ 取得財産等を処分することにより，収入があり，又はあると見込まれるときは，その収入の

全部又  は一部を県に納付させることがある。 

（財産の処分の制限） 

第 14 規則第 21 条第２号及び第３号の規定により処分の制限を受ける財産は，それぞれ１件の

取得価格が 50万円以上（昭和 45年以前の予算に係る補助事業により取得したものにあっては，

５万円以上）のものとする。 

２ 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和 30年法律第 179号）第 22条に定め

る財産の処分を制限する期間は，農林畜水産業関係補助金等交付規則（昭和 31 年農林省令第

18号）第５条により定める処分制限期間（以下「処分制限期間」という。）とする。 
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３ 事業主体は，処分制限期間中において，処分を制限された取得財産等を処分しようとすると

きは，あらかじめ知事の承認を受けなければならない。 

４ 前項の承認については，第 13第２項の規定を準用する。 

（間接補助金交付の際付すべき条件） 

第 15 事業主体（市町村に限る。）は，間接補助事業者に補助金を交付するときは，本要綱第 6

から第 14までの規定に準ずる条件を付さなければならない。 

（書類の経由等） 

第 16 この要綱により知事に提出する書類は，事業主体の住所地を所管区域とする地方振興事務

所を経由するものとし，その提出部数は各１部とする。ただし，別表の事業の種類の欄に掲げ

る（７），（８）,（12），（14）から（22）の事業については，事業主体の住所地が地域事

務所の事業担当区域にある場合は，地域事務所に提出するものとする。 

附 則 

１ この要綱は，昭和 57年４月１日から施行し，昭和 57年度予算に係る補助金に適用する。 

２ この要綱は，次年度以降の各年度において，当該補助金に係る予算が成立した場合に当該補

助金にも適用するものとする。 

附 則 

この要綱は，昭和 58年４月４日から施行し，昭和 58年度予算に係る補助金に適用する。 

附 則 

この要綱は，昭和 58年 10月 17日から施行し，昭和 58年度予算に係る補助金に適用する。 

附 則 

この要綱は，昭和 61 年３月 22 日から施行し，昭和 60 年度予算に係る補助金に適用する。

ただし，既に補助金交付申請書等が知事に提出されている場合には，従前の例による。 

附 則 

この要綱は，昭和 61年４月 21日から施行し，昭和 61年度予算に係る補助金に適用する。 

附 則 

この要綱は，昭和 61年 10月６日から施行し，昭和 61年度予算に係る補助金に適用する。 

附 則 

（施行期日等） 

１ この要綱は，昭和 62年４月から施行する。ただし，第３中別表（２）の改正規定（別表（２）

中，農村基盤総合整備事業の項交付の対象欄中２，４，６及び８を除く｡）は昭和 62年３月 19

日から施行し，昭和 61年度予算に係る補助金から適用する。 

（暫定措置） 

２ 改正後の土地改良事業補助金交付要綱の別表（１）に掲げる事業のうち，別表（２）に掲げ

る事業の補助率については，別表（１）の規定にかかわらず，当分の間，別表（２）のとおり

とする。 

（農業用ため池整備事業補助金交付要綱の廃止） 

３ 農業用ため池整備事業補助金交付要綱（昭和 57年４月１日施行）は廃止する。 

附 則 

この要綱は，昭和 62年８月 24日から施行し，昭和 62年度予算に係る補助金から適用する。 

附 則 

この要綱は，昭和 62年 12月 14日から施行し，昭和 62年度予算に係る補助金から適用する。 

附 則 

この要綱は，昭和 63年４月１日から施行する。ただし，様式第４号の改正規定については，

昭和 63 年３月 25日から施行し，昭和 62年度予算に係る補助金から適用する。 
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附 則 

この要綱は，昭和 63年 12月１日から施行し，昭和 63年度予算に係る補助金から適用する。 

附 則 

１ この要綱は，平成元年３月１日から施行し，平成元年度予算に係る補助金から適用する。 

２ この要綱は，次年度以降の各年度において，当該補助金に係る予算が成立した場合に，当該

補助金金にも適用するものとする。 

附 則 

１ この要綱は，平成２年 10月５日から施行し，平成２年度予算に係る補助金から適用する。 

２ この要綱は，次年度以降の各年度において，当該補助金に係る予算が成立した場合に，当該

補助金にも適用するものとする。 

附 則 

１ この要綱は，平成３年４月１日から施行し，平成３年度予算に係る補助金から適用する。 

２ この要綱は，次年度以降の各年度において，当該補助金に係る予算が成立した場合に，当該

補助金金にも適用するものとする。 

附 則 

１ この要綱は，平成６年５月 31日から施行し，平成６年度予算に係る補助金から適用する。 

２ この要綱は，次年度以降の各年度において，当該補助金に係る予算が成立した場合に，当該

補助金にも適用するものとする。 

附 則 

１ この要綱は，平成８年８月１日から施行し，改正後の土地改良事業補助金交付要綱の規定は，

平成８年４月１日から適用する。 

２ この要綱は，平成８年度予算に係る補助金から適用し，次年度以降の各年度において，当該

補助金に係る予算が成立した場合にも適用するものとする。 

附 則 

１ この要綱は，平成 10年５月 20日から施行し，改正後の土地改良事業補助金交付要綱の規定

は平成 10年度予算に係る補助金から適用する。 

２ この要綱は，平成 10年度予算に係る補助金から適用し，次年度以降の各年度において，当

該補助 金に係る予算が成立した場合に適用する。 

３ 農用地等集団化事業補助金交付要綱（平成元年８月 30日付け）は廃止とする。 

附 則 

１ この要綱は，平成 12年４月 17日から施行し，平成 12年度予算に係る補助金に適用する。 

２ この要綱は，次年度以降の各年度において，当該補助金に係る予算が成立した場合に，当該

補助金にも適用するものとする。 

附 則 

１ この要綱は，平成 13年 3月 29日から施行し，平成 12年度予算に係る補助金に適用する。 

２ この要綱は，次年度以降の各年度において，当該補助金に係る予算が成立した場合に，当該

補助金にも適用するものとする。 

附 則 

１ この要綱は，平成 13年 5月 25日から施行し，平成 13年度予算に係る補助金に適用する。 

２ この要綱は，次年度以降の各年度において，当該補助金に係る予算が成立した場合に，当該

補助金にも適用するものとする。 

附 則 

１ この要綱は，平成 14年 4月 26日から施行し，平成 14年度予算に係る補助金に適用する。 

２ この要綱は，次年度以降の各年度において，当該補助金に係る予算が成立した場合に，当該

補助金にも適用するものとする。 

附 則 

１ この要綱は，平成 15年 4 月 25日から施行し，平成 15年度予算に係る補助金に適用する。 

２ この要綱は，次年度以降の各年度において，当該補助金に係る予算が成立した場合に，当該
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補助金にも適用するものとする。 

附 則 

１ この要綱は，平成 16年 4 月 1日から施行し，平成 16年度予算に係る補助金に適用する。 

２ この要綱は，次年度以降の各年度において，当該補助金に係る予算が成立した場合に，当該

補助金にも適用するものとする。 

３ 基幹水利施設管理事業補助金交付要綱（平成８年 10月１日付け）は廃止とする。 

附 則 

１ この要綱は，平成 16年 10月 18日から施行し，平成 16年度予算に係る補助金に適用する。 

２ この要綱は，次年度以降の各年度において，当該補助金に係る予算が成立した場合に，当該

補助金にも適用するものとする。 

附 則 

１ この要綱は，平成 19年 4月 2日から施行し，平成 19年度予算に係る補助金に適用する。 

２ この要綱は，次年度以降の各年度において，当該補助金に係る予算が成立した場合に，当該

補助金にも適用するものとする。 

附 則 

１ この要綱は，平成 19年 10月 12日から施行し，平成 19年度予算に係る補助金に適用する。 

２ この要綱は，次年度以降の各年度において，当該補助金に係る予算が成立した場合に，当該

補助金にも適用するものとする。 

附 則 

１ この要綱は，平成 20年 3月 28日から施行し，平成 20年度予算に係る補助金に適用する。 

２ この要綱は，次年度以降の各年度において，当該補助金に係る予算が成立した場合に，当該

補助金にも適用するものとする。 

附 則 

１ この要綱は，平成 20年 4月 1日から施行し，平成２０年度予算に係る補助金に適用する。 

２ この要綱は，次年度以降の各年度において，当該交付金に係る予算が成立した場合に，当該

補助金にも適用するものとする。 

附 則 

１ この要綱は，平成 21年 4月 1日から施行し，平成２１年度予算に係る補助金に適用する。 

２ この要綱は，次年度以降の各年度において，当該交付金に係る予算が成立した場合に，当該

補助金にも適用するものとする。 

附 則 

１ この要綱は，平成 21年 10月 15日から施行し，平成２１年度予算に係る補助金に適用する。 

２ この要綱は，次年度以降の各年度において，当該交付金に係る予算が成立した場合に，当該

補助金にも適用するものとする。 

附 則 

１ この要綱は，平成 22年 4月 1日から施行し，平成２２年度予算に係る補助金に適用する。 

２ この要綱は，次年度以降の各年度において，当該交付金に係る予算が成立した場合に，当該

補助金にも適用するものとする。 

附 則 

１ この要綱は，平成 22年 12月 17日から施行し，平成２２年度予算に係る補助金に適用する。 

２ この要綱は，次年度以降の各年度において，当該交付金に係る予算が成立した場合に，当該

補助金にも適用するものとする。 

附 則 

１ この要綱は，平成 23 年 2 月 1 日から施行し，当該補助金に係る平成２３年度予算が成立し

た場合に，当該補助金にも適用するものとする。 

２ この要綱は，次年度以降の各年度において，当該交付金に係る予算が成立した場合に，当該

補助金にも適用するものとする。 

附 則 
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１ この要綱は，平成 24年 4月 2日から施行し，平成２４年度予算に係る補助金に適用する。 

２ この要綱は，次年度以降の各年度において，当該交付金に係る予算が成立した場合に，当該

補助金にも適用するものとする。 

３ 村づくり交付金交付要綱（平成 17年 4月 1日付け）は廃止とする。 

附 則 

１ この要綱は，平成 24年 12月 10日から施行し，平成２４年度予算に係る補助金に適用する。 

２ この要綱は，次年度以降の各年度において，当該交付金に係る予算が成立した場合に，当該

補助金にも適用するものとする。 

附 則 

１ この要綱は，平成 25年 2月 26日から施行し，平成２４年度予算に係る補助金に適用する。 

２ この要綱は，次年度以降の各年度において，当該交付金に係る予算が成立した場合に，当該

補助金にも適用するものとする。 

附 則 

１ この要綱は，平成 25年 10月 4日から施行し，平成２５年度予算に係る補助金に適用する。 

２ この要綱は，次年度以降の各年度において，当該交付金に係る予算が成立した場合に，当該

補助金にも適用するものとする。 

附 則 

１ この要綱は，平成 26年 12月 1日から施行し，平成 26年度予算に係る補助金に適用する。 

２ この要綱は，次年度以降の各年度において，当該補助金に係る予算が成立した場合に，当該

補助金にも適用するものとする。 

附 則 

１ この要綱は，平成 27年 6月 19日から施行し，平成 27年度予算に係る補助金に適用する。 

２ この要綱は，次年度以降の各年度において，当該補助金に係る予算が成立した場合に，当該

補助金にも適用するものとする。 

附 則 

１ この要綱は，平成 28年 5月 13日から施行し，平成 28年度予算に係る補助金に適用する。 

２ この要綱は，次年度以降の各年度において，当該補助金に係る予算が成立した場合に，当該

補助金にも適用するものとする。 

附 則 

１ この要綱は，平成 29年 4月１日から施行し，平成 29年度予算に係る補助金に適用する。 

２ この要綱は，次年度以降の各年度において，当該補助金に係る予算が成立した場合に，当該

補助金にも適用するものとする。 

 附 則 

１ この要綱は，平成 30年 4月１日から施行し，平成 30年度予算に係る補助金に適用する。 

２ この要綱は，次年度以降の各年度において，当該補助金に係る予算が成立した場合に，当該

補助金にも適用するものとする。 

 附 則 

１ この要綱は，平成 31年 4月 1日から施行し，平成 31年度予算に係る補助金に適用する。 

２ この要綱は，次年度以降の各年度において，当該補助金に係る予算が成立した場合に，当該

補助金にも適用するものとする。 

   附 則 

１ この要綱は，令和元年 10月 1日から施行し，令和元年度予算に係る補助金に適用する。 

２ この要綱は，次年度以降の各年度において，当該補助金に係る予算が成立した場合に，当該

補助金にも適用するものとする。 

   附 則 
１ この要綱は，令和 2年 2月 14日から施行し，令和元年度予算に係る補助金に適用する。 

２ この要綱は，次年度以降の各年度において，当該補助金に係る予算が成立した場合に，当該

補助金にも適用するものとする。 

附 則 
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１ この要綱は，令和 2年 4月 1日から施行し，令和２年度予算に係る補助金に適用する。     
２ この要綱は，次年度以降の各年度において，当該補助金に係る予算が成立した場合に，当該
補助金にも適用するものとする。                                                     
附 則                                                                            

１ この要綱は，令和 2年 9月 1日から施行し，令和２年度予算に係る補助金に適用する。     
２ この要綱は，次年度以降の各年度において，当該補助金に係る予算が成立した場合に，当該
補助金にも適用するものとする。 
附 則 

１ この要綱は，令和 3年 4月 1日から施行し，令和 3年度予算に係る補助金に適用する。 
２ この要綱は，次年度以降の各年度において，当該補助金に係る予算が成立した場合に，当該
補助金にも適用するものとする。 
附 則 

１ この要綱は，令和 3年 4月 9日から施行し，令和 3年度予算に係る補助金に適用する。 
２ この要綱は，次年度以降の各年度において，当該補助金に係る予算が成立した場合に，当該
補助金にも適用するものとする。 
附 則 

１ この要綱は，令和 4年 4月 1日から施行し，令和 4年度予算に係る補助金に適用する。 
２ この要綱は，次年度以降の各年度において，当該補助金に係る予算が成立した場合に，当該
補助金にも適用するものとする。 

 

267



交
付

の
対

象
と

な
る

事
業

の
種

類
及

び
補

助
率

別
表

国
県

市
町

村
及

び

市
町

村
以

外

１
施

設
等

の
整

備
又

は
改

築
5
1

5
0

1
※
1％

の
県
補
助
分
は
，
農
業
集
落
排
水
整
備
推
進

交
付
金
と
し
て
事
業
完
了
後
に
交
付
さ
れ
る
。

２
施

設
等

の
調

査
及

び
計

画
の

策
定

5
0

5
0

３
最

適
整

備
構

想
の

策
定

定
額

定
額

市
町

村
及

び
6
4

5
0

1
4

※
農
業
生
産
基
盤

市
町

村
以

外
5
1

5
0

1
※
農
村
生
活
環
境

市
町

村
及

び
6
9

5
5

1
4

※
農
業
生
産
基
盤

市
町

村
以

外
5
6

5
5

1
※
農
村
生
活
環
境

市
町

村
１

中
山

間
地

域
総

合
整

備
事

業

③
実

施
計

画
策

定
事

業
市

町
村

及
び

市
町

村
以

外
２

集
落

基
盤

再
編

事
業

 
保

全
対

策
型

（
基

幹
農

道
、

一
般

農
道

）

①
た

め
池

等
整

備
事

業
7
3

5
5

1
8

6
8

5
0

1
8

②
農

業
用

河
川

工
作

物
応

急
対

策
等

事
業

（
小

規
模

）

市
町

村
及

び
１

地
域

用
水

等
事

業

市
町

村
以

外
２

歴
史

的
施

設
保

全
事

業

①
基

幹
水

利
施

設
保

全
型

１
国

営
及

び
県

営
事

業
で

造
成

さ
れ

た
農

業
用

用
排

水
施

設
等

に
関

す
る

機
能

保
全

計
画

の
策

定
6
4

5
0

1
4

２
国

営
及

び
県

営
造

成
施

設
に

係
る

機
能

保
全

計
画

等
に

基
づ

く
対

策
工

事
6
4

5
0

1
4

３
国

営
及

び
県

営
造

成
施

設
に

お
い

て
発

生
し

た
突

発
的

事
故

に
対

す
る

緊
急

補
修

工
事

6
4

5
0

1
4

４
２

に
必

要
な

調
査

及
び

実
施

計
画

の
策

定
6
4

5
0

1
4

②
地

域
農

業
水

利
施

設
保

全
型

１
団

体
営

事
業

等
で

造
成

さ
れ

た
農

業
用

用
排

水
施

設
等

に
関

す
る

機
能

保
全

計
画

の
策

定
6
4

5
0

1
4

6
9

5
5

1
4

6
4

5
0

1
4

6
9

5
5

1
4

6
4

5
0

1
4

４
２

に
必

要
な

調
査

及
び

実
施

計
画

の
策

定
6
4

5
0

1
4

事
業

の
種

類
事

業
主

体
交

付
の

対
象

補
助

率
特
記
事
項

農
業

生
産

基
盤

及
び

農
村

生
活

環
境

の
整

備
・

再
編

②
中

山
間

地
域

総
合

整
備

事
業

中
山

間
地

域
に

お
け

る
農

業
生

産
基

盤
及

び
農

村
生

活
環

境
等

の
一

体
的

な
整

備
等

5
0

5
0

農 山 漁 村 地 域 整 備 交 付 金

(
１

)
農

業
農

村
整

備
実

施
計

画
策

定
事

業
農

地
整

備
事

業
等

の
実

施
計

画
策

定
に

必
要

な
諸

条
件

の
調

査
，

計
画

及
び

設
計

5
0

5
0

(
２

)
農

業
集

落
排

水
事

業
市

町
村

及
び

市
町

村
以

外

(
３

)
農

村
集

落
基

盤
再

編
・

整
備

事
業

①
集

落
基

盤
整

備
事

業

市
町

村
農

業
用

河
川

工
作

物
（

 
頭

首
工

，
水

門
，

樋
門

，
樋

管
，

橋
梁

等
）

 
の

整
備

補
強

，
撤

去
又

は
撤

去
に

伴
う

整
備

。
た

だ
し

，
総

事
業

費
が

5
,
0
0
0
万

円
以

上
１

億
円

未
満

の
も

の
9
2

5
0

4
2

※
土
地
改
良
法
に
基
づ
き
実
施
す
る
場
合
は
県
が

１
％
を
負
担
す
る
。

(
５

)
農

地
防

災
事

業

市
町

村
及

び
市

町
村

以
外

た
め

池
整

備
工

事
，

用
排

水
施

設
整

備
工

事
※
上
段
は
中
山
間
等
地
域
に
適
用

(
４

)
農

地
整

備
事

業
（

通
作

条
件

整
備

）
市

町
村

既
設

の
農

道
に

つ
い

て
，

点
検

診
断

を
行

う
と

と
も

に
機

能
保

全
対

策
面

か
ら

の
更

新
整

備
や

農
道

機
能

強
化

対
策

面
等

か
ら

の
整

備
水

準
の

向
上

を
図

る
保

全
対

策
の

ほ
か

，
緊

急
対

策
5
0

5
0

市
町

村
及

び
市

町
村

以
外

農
業

用
河

川
工

作
物

（
 
頭

首
工

，
水

門
，

樋
門

，
樋

管
，

橋
梁

等
）

 
の

整
備

補
強

，
撤

去
又

は
撤

去
に

伴
う

整
備

。
た

だ
し

，
総

事
業

費
が

8
0
0
万

円
以

上
5
,
0
0
0
万

円
未

満
の

も
の

8
2

5
0

3
2

(
６

)
地

域
用

水
環

境
整

備
事

業
5
0

5
0

※
土
地
改
良
法
に
基
づ
き
実
施
す
る
場
合
は
県
が

１
％
を
負
担
す
る
。

(
７

)
水

利
施

設
等

整
備

事
業

市
町

村
及

び
市

町
村

以
外

市
町

村
及

び
市

町
村

以
外

２
団

体
営

造
成

施
設

等
に

係
る

機
能

保
全

計
画

等
に

基
づ

く
対

策
工

事

※
上
段
は
中
山
間
等
地
域
に
適
用

※
た
だ
し
，
令
和
元
年
度
以
前
に
採
択
さ
れ
た
継
続

地
区
に
つ
い
て
は
，
令
和
２
年
度
に
限
り
，
事
業
主

体
と
協
議
の
上
，
採
択
時
の
補
助
率
を
適
用
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

３
団

体
営

造
成

施
設

等
に

お
い

て
発

生
し

た
突

発
的

事
故

に
対

す
る

緊
急

工
事

※
上
段
は
中
山
間
等
地
域
に
適
用

268



国
県

事
業

の
種

類
事

業
主

体
交

付
の

対
象

補
助

率
特
記
事
項

1
0
0
以

内
5
0
以

内
5
0
以

内

定
額

定
額

２
受

益
農

地
管

理
強

化
対

策

土
地

改
良

区
３

統
合

整
備

強
化

対
策

４
研

修
・

人
材

育
成

イ
技

術
実

践
向

上
研

修

ロ
基

幹
水

利
施

設
保

全
管

理
技

術
向

上
研

修

ハ
財

務
・

会
計

実
践

向
上

研
修

ニ
換

地
等

技
術

向
上

研
修

①
農

地
整

備
事

業
に

係
る

実
施

計
画

等
の

策
定

5
5

5
5

（
経

営
体

育
成

促
進

換
地

等
調

整
）

5
0

5
0

(
6
2
.
5
)

(
6
2
.
5
)

市
町

村
及

び
１

農
村

環
境

現
況

調
査

市
町

村
以

外
２

農
村

環
境

計
画

の
策

定

市
町

村
及

び

市
町

村
以

外

市
町

村
及

び

市
町

村
以

外

市
町

村
及

び

土
地

改
良

区

①
調

査
計

画
事

業
１

農
村

地
域

防
災

減
災

総
合

計
画

策
定

等

(
1
)
農

村
地

域
防

災
減

災
総

合
計

画
策

定

(
2
)
地

域
排

水
機

能
強

化
計

画
策

定

(
3
)
安

全
度

評
価

(
4
)
防

災
情

報
管

理
シ

ス
テ

ム
整

備
計

画
策

定

(
5
)
地

域
危

機
管

理
整

備
計

画
策

定

１
石
綿
等
が
使
用
さ
れ
て
い
る
農
業
用
管
水
路
の
撤
去
及
び
こ
れ
と
一
体
的
に
行
う
農
業
用
用
排
水
路
の
変
更

２
１

の
農

業
用

用
排

水
路

と
一

体
と

な
っ

て
機

能
を

発
揮

す
る

農
業

用
用

排
水

路
の

変
更

③
防

災
重

点
農

業
用

た
め

池
緊

急
整

備
事

業
１

実
施

策
定

計
画

等

(
1
)
た

め
池

緊
急

防
災

対
策

情
報

整
備

(
2
)
実

施
計

画
策

定

２
監

視
・

管
理

体
制

の
強

化

(
1
3
)

基
幹

水
利

施
設

管
理

事
業

(
９

)
農

業
競

争
力

強
化

基
盤

整
備

事
業

地
区

内
農

地
等

状
況

調
査

，
農

用
地

集
団

化
促

進
基

本
計

画
作

成
，

従
前

地
面

積
測

定
，

合
意

形
成

促
進

，
地

区
内

ア
ン

ケ
ー

ト
調

査
，

地
区

内
ゾ

ー
ン

設
定

調
整

，
地

域
営

農
構

想
作

成
，

経
営

体
育

成
方

針
作

成
，

創
設

農
用

地
・

増
歩

換
地

調
整

，
非

農
用

地
換

地
関

係
調

整
，

交
換

分
合

基
準

含
み

換
地

調
整

，
換

地
設

計
基

準
作

成
，

換
地

計
画

素
案

作
成

，
経

営
体

育
成

換
地

調
整

※
上
段
は
中
山
間
等
地
域
に
適
用

※
（
　
）
内
は
農
地
中
間
管
理
機
構
関
連
に
適
用

②
農

村
環

境
計

画
の

策
定

5
0

5
0

国 庫 補 助 事 業

(
８

)
土

地
改

良
区

体
制

強
化

事
業

宮
城

県
土

地
改

良
事

業
団

体
連

合
会

１
施

設
・

財
務

管
理

強
化

対
策

※
下
段
は
市
町
村
単
位
で
の
合
併
モ
デ
ル
構
築
，
複

式
簿
記
会
計
に
関
す
る
巡
回
指
導
及
び
会
計
の
専
門

家
の
配
置
に
か
か
る
も
の
に
摘
要
。

1
0
0
以

内
5
0
以

内
5
0
以

内
宮

城
県

土
地

改
良

事
業

団
体

連
合

会

1
8

※
基
幹
水
利
施
設
管
理
事
業
と
一
体
的
に
実
施
す
る

も
の
に
適
用

(
1
0
)

小
水

力
等

再
生

可
能

エ
ネ

ル
ギ

ー
導

入
推

進
事

業
小

水
力

・
太

陽
光

等
発

電
施

設
に

係
る

調
査

設
計

費
の

う
ち

案
件

形
成

，
概

略
設

計
，

協
議

・
手

続
き

及
び

都
道

府
県

協
議

会
支

援
定

額
定

額

③
実

施
計

画
策

定
事

業
農

業
用

用
排

水
施

設
等

に
関

す
る

機
能

保
全

計
画

の
策

定
定

額
定

額

④
水

利
施

設
整

備
事

業
（

基
幹

水
利

施
設

保
全

型
）

市
町

村
国

営
造

成
施

設
及

び
県

営
造

成
施

設
に

係
る

機
能

保
全

計
画

等
に

基
づ

く
対

策
工

事
6
8

5
0

市
町

村

※
令
和
7年

度
ま
で
定
額

5
0

5
0

市
町

村
及

び
市

町
村

以
外

(
1
1
)

土
地

改
良

施
設

Ｐ
Ｃ

Ｂ
廃

棄
物

処
理

促
進

対
策

事
業

Ｐ
Ｃ

Ｂ
廃

棄
物

処
理

に
伴

う
収

集
・

運
搬

に
要

す
る

経
費

5
0

5
0

(
1
2
)

農
村

地
域

防
災

減
災

事
業

1
8

市
町

村
及

び
市

町
村

以
外

定
額

定
額

※
令
和
12
年
度
ま
で
定
額

②
特

定
農

業
用

管
水

路
等

特
別

対
策

事
業

市
町

村
及

び
市

町
村

以
外

7
3

5
5

1
8

※
上
段
は
中
山
間
等
地
域
に
適
用

３
石

綿
等

が
使

用
さ

れ
て

い
る

土
地

改
良

施
設

（
農

業
用

管
水

路
を

除
く

。
）

の
石

綿
等

の
除

去
及

び
こ

れ
と

一
体

的
に

行
う

当
該

土
地

改
良

施
設

の
変

更
6
8

5
0

農
林

水
産

大
臣

か
ら

管
理

委
託

さ
れ

た
基

幹
水

利
施

設
の

管
理

に
要

す
る

経
費

6
0
以

内
3
0

3
0
以

内
※
上
段
の
県
の
負
担
割
合
は
毎
年
度
の
予
算
の
範
囲

内
で
30
％
を
上
限

3
1

3
0

1
※
下
段
は
Ｈ
23
年
度
以
降
新
規
地
区
に
適
用

市
町

村
及

び
市

町
村

以
外

市
町

村
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国
県

事
業

の
種

類
事

業
主

体
交

付
の

対
象

補
助

率
特
記
事
項

(
1
4
)

国
営

造
成

施
設

管
理

体
制

整
備

促
進

事
業

１
管

理
体

制
整

備
計

画
の

策
定

，
更

新
及

び
管

理
体

制
整

備
の

推
進

活
動

（
計

画
推

進
事

業
）

7
5

5
0

2
5

２
管

理
体

制
の

整
備

・
強

化
に

対
す

る
支

援
（

支
援

事
業

）
5
1

5
0

1

(
1
5
)

水
利

施
設

管
理

強
化

事
業

（
一

般
型

）
7
5

5
0

2
5

5
1

5
0

1

(
1
6
)

土
地

改
良

施
設

突
発

事
故

復
旧

事
業

7
6

5
5

2
1

7
1

5
0

2
1

(
1
7
)

農
村

整
備

事
業

１
施

設
等

の
整

備
又

は
改

築
5
1

5
0

1
※
1％

の
県
補
助
分
は
，
農
業
集
落
排
水
整
備
推
進

交
付
金
と
し
て
事
業
完
了
後
に
交
付
さ
れ
る
。

２
施

設
等

の
調

査
及

び
計

画
の

策
定

5
0

5
0

②
計

画
策

定
等

事
業

市
町

村
及

び
市

町
村

以
外

３
農

業
集

落
排

水
施

設
に

お
け

る
最

適
整

備
構

想
及

び
維

持
管

理
適

正
化

計
画

の
策

定
定

額
定

額

6
9

5
5

1
4

6
4

5
0

1
4

5
5

5
5

5
0

5
0

(
1
9
)

農
業

水
路

等
長

寿
命

化
・

防
災

減
災

事
業

6
9

5
5

1
4

6
4

5
0

1
4

２
施

設
の

長
寿

命
化

対
策

に
必

要
な

諸
条

件
に

つ
い

て
行

う
調

査
，

そ
の

計
画

の
策

定
等

定
額

定
額

7
3

5
5

1
8

6
8

5
0

1
8

２
施

設
の

防
災

減
災

対
策

に
必

要
な

諸
条

件
に

つ
い

て
行

う
調

査
，

そ
の

計
画

の
策

定
等

定
額

定
額

市
町

村
及

び

市
町

村
以

外

(
2
0
)

農
道

整
備

事
業

市
町

村
5
0

5
0

農 地 耕 作 条 件 改 善 事 業 交 付 金

(
1
8
)

農
地

耕
作

条
件

改
善

事
業

①
定

率
助

成
市

町
村

及
び

市
町

村
以

外

農
業

用
用

排
水

施
設

，
暗

渠
排

水
，

土
層

改
良

，
区

画
整

理
，

農
作

業
道

等
，

農
地

造
成

，
農

用
地

の
保

全
，

営
農

環
境

整
備

支
援

，
ス

マ
ー

ト
農

業
導

入
支

援
の

う
ち

Ｇ
Ｎ

Ｓ
Ｓ

基
地

局
整

備
，

小
規

模
基

盤
整

備
（

盛
土

，
園

内
道

，
そ

の
他

）
※
上
段
は
中
山
間
等
地
域
に
適
用

1

②
管

理
体

制
整

備
型

市
町

村
※
下
段
は
Ｈ
19
年
度
以
降
新
規
地
区
に
適
用

市
町

村
農

業
水

利
施

設
の

多
面

的
機

能
の

発
揮

に
対

す
る

支
援

※
国
営
造
成
施
設
管
理
体
制
整
備
促
進
事
業
よ
り
移

行
し
た
も
の
で
あ
り
，
下
段
は
Ｈ
19
年
度
以
降
新
規

採
択
地
区
に
適
用

国 庫 補 助 事 業

①
操

作
体

制
整

備
型

市
町

村
以

外
国

営
土

地
改

良
事

業
の

完
了

に
伴

い
管

理
委

託
さ

れ
た

複
数

の
農

業
用

用
排

水
施

設
を

監
視

制
御

す
る

水
管

理
施

設
に

よ
り

配
水

操
作

が
行

わ
れ

る
地

区
の

操
作

業
務

に
関

す
る

技
術

習
得

、
操

作
体

制
の

整
備

6
1

6
0

市
町

村
及

び

市
町

村
以

外
水

利
施

設
で

生
じ

た
突

発
事

故
の

現
地

仮
復

旧
及

び
機

能
回

復
を

行
う

復
旧

工
事

に
要

す
る

経
費

地 方 創 生 道 整 備 推

進 交 付 金

地
域

再
生

法
に

基
づ

き
，

地
域

に
お

け
る

就
業

の
機

会
の

創
出

，
経

済
基

盤
の

強
化

及
び

生
活

環
境

の
整

備
の

た
め

の
基

盤
と

な
る

施
設

の
う

ち
地

方
版

総
合

戦
略

に
位

置
付

け
ら

れ
た

農
道

の
整

備

③
た

め
池

の
保

全
・

避
難

対
策

施
設

の
監

視
・

管
理

体
制

の
強

化
，

ハ
ザ

ー
ド

マ
ッ

プ
の

作
成

，
減

災
対

策
の

実
施

定
額

定
額

農 業 水 路 等 長 寿 命 化 ・ 防 災 減 災 事 業 交 付 金

①
長

寿
命

化
対

策
市

町
村

及
び

市
町

村
以

外

１
長

寿
命

化
対

策
に

資
す

る
農

業
用

用
排

水
施

設
等

の
整

備

②
防

災
減

災
対

策
市

町
村

及
び

市
町

村
以

外

１
早

急
に

整
備

を
要

す
る

た
め

池
の

新
設

，
変

更
，

新
設

を
併

せ
行

う
廃

止
，

た
め

池
の

廃
止

，
し

ゅ
ん

せ
つ

，
附

帯
施

設
の

整
備

，
下

流
水

路
の

整
備

又
は

管
理

施
設

の
整

備
※
上
段
は
中
山
間
等
地
域
に
適
用

※
上
段
は
中
山
間
等
地
域
に
適
用

※
た
だ
し
、
令
和
13
年
度
以
降
の
国
補
助
率
は
50
％

ス
マ

ー
ト

農
業

導
入

支
援

の
う

ち
Ｇ

Ｎ
Ｓ

Ｓ
基

地
局

整
備

以
外

，
管

理
省

力
化

支
援

，
品

質
向

上
支

援
，

条
件

改
善

促
進

支
援

，
高

収
益

作
物

導
入

支
援

，
機

械
作

業
体

系
導

入
支

援
，

労
働

生
産

性
向

上
技

術
導

入
支

援
，

指
導

②
定

額
助

成
市

町
村

及
び

市
町

村
以

外

田
又

は
畑

の
区

画
拡

大
，

暗
渠

排
水

，
湧

水
処

理
，

末
端

畑
地

か
ん

が
い

施
設

，
客

土
，

除
礫

，
更

新
整

備
（

用
水

路
，

排
水

路
，

農
作

業
道

等
）

，
条

件
改

善
推

進
費

，
高

収
益

作
物

転
換

推
進

費
，

新
植

・
改

植
支

援
，

幼
木

管
理

支
援

，
経

営
継

続
発

展
支

援
（

大
苗

の
育

成
支

援
，

代
替

農
地

で
の

営
農

支
援

，
省

力
技

術
研

修
支

援
）

，
園

芸
作

物
モ

デ
ル

産
地

形
成

支
援

定
額

定
額

※
上
段
は
中
山
間
等
地
域
に
適
用

①
農

業
集

落
排

水
施

設
整

備
事

業
市

町
村

及
び

市
町

村
以

外
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国
県

事
業

の
種

類
事

業
主

体
交

付
の

対
象

補
助

率
特
記
事
項

(
2
1
)

土
地

改
良

施
設

機
能

診
断

事
業

市
町

村
及

び
１

設
備

ご
と

の
劣

化
度

合
い

を
評

価
し

，
施

設
診

断
カ

ル
テ

と
整

備
補

修
年

次
計

画
の

作
成

市
町

村
以

外
２

１
に

併
せ

て
，

土
地

改
良

施
設

の
長

寿
命

化
を

図
る

小
規

模
な

整
備

補
修

工
事

の
実

施

(
2
2
)

県
営

造
成

施
設

管
理

体
制

整
備

促
進

事
業

１
管

理
体

制
整

備
計

画
の

作
成

・
更

新
及

び
管

理
体

制
整

備
の

推
進

活
動

（
管

理
体

制
整

備
推

進
事

業
）

２
管

理
体

制
の

整
備

及
び

強
化

に
対

す
る

支
援

（
管

理
体

制
整

備
強

化
支

援
事

業
）

【
備

考
】

③
(
４

)
農

地
整

備
事

業
（

通
作

条
件

整
備

）
及

び
(
６

)
地

域
用

水
環

境
整

備
事

業
を

土
地

改
良

法
に

基
づ

き
団

体
営

で
実

施
す

る
場

合
は

,
土

地
改

良
法

第
1
2
6
条

の
規

定
に

よ
り

県
は

１
％

補
助

す
る

。

県 単 独 事 業

3
0
以

内
3
0
以

内

①
「

補
助

率
」

欄
の

数
値

単
位

は
パ

ー
セ

ン
ト

（
％

）
。

②
「

県
単

独
事

業
」

に
関

す
る

県
の

補
助

金
に

つ
い

て
，

補
助

対
象

事
業

ご
と

に
１

地
区

当
た

り
の

補
助

金
額

が
5
0
万

円
未

満
と

な
る

場
合

は
補

助
対

象
外

。

市
町

村

※
事
業
主
体
が
市
町
村
以
外
の
場
合
は
市
町
村
が
県

と
同
等
の
負
担
を
条
件
と
す
る
。

5
0
以

内
5
0
以

内

271



別記様式第１号（第４関係） 

平成  年度土地改良事業補助金交付申請書 

番 号 

年 月 日 

宮城県知事 〇〇〇〇 殿 

住所  

氏名又は名称及び代表者名

地区名（〇〇〇地区）

平成  年度において，下記のとおり（ここに別表の事業の種類を記載）を実施した

いので，土地改良事業補助金交付要綱第４の規定に基づき，金 円の交付を申請す

る。 

記 

１ 事業の目的 

２ 事業の内容 

３ 添付書類  

（１）  経費の配分及び事業計画の概要（別紙第１）  

（２）  収支予算書（別紙第２）  

（３）  市町村の補助金交付規程又は要綱（間接交付を行う場合に限る）  

（４）  その他知事が必要と認める書類  

４ 事業の完了予定   平成   年  月  日  

（注）  金額の記載は１行に収めること  
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別
紙
第
１
－
１

地
区
名

（
事
業
主

体
）

(
)

円
円

円
％

円
％

円
円

円
工

期

H〇
〇

年
〇

月
～

H〇
〇

年
〇

月

受
益

面
積

㏊

施
設

の
予

定
管

理
者

仕
入

れ
に

係
る

消
費

税
等

相
当

額
減

額
し

た
金

額
又

は
該

当
な

し
又

は
含

税
額

0
0

0
0

0
0

0

補
助

金
合

計
(A

)+
(B

)
円

（
注
）

３
　
国
営
造
成
施
設
管
理
体
制
整

備
促

進
事

業
に

つ
い

て
は

，
事

業
名

に
続

け
て

括
弧

書
き

で
事
業

の
型

名
を

記
載

す
る

こ
と

。
４

　
実
績
報
告
書
に
添
付
す
る
際

は
，

「
経

費
の

配
分

及
び

事
業

計
画

の
概

要
」

を
「

経
費

の
配
分

及
び

事
業

実
績

の
概

要
」

と
置

き
換

え
る

こ
と

。

１
　
工
種
欄
に
は
，
純
工
事
費
の

工
種

の
ダ

ム
，

た
め

池
，

頭
首

工
，

揚
（

排
）

水
機

場
，

用
（
排

）
水

路
，

隧
道

，
橋

梁
，

農
地

保
全

等
を

記
載

し
，

総
合

事
業

に
あ

っ
て

は
農

業
用

用
排

水
，

暗
渠

排
水

，
農

道
，

客
土
，
区
画
整
理
，
農
用
地
造
成

，
農

地
保

全
施

設
等

を
記

載
す

る
こ

と
。

２
　
備
考
欄
に
は
，
当
該
地
区
の

受
益

面
積

，
当

該
年

度
の

工
事

の
着

手
及

び
完

了
の

予
定

年
月
並

び
に

事
業

の
完

了
後

の
施

設
の

予
定

管
理

者
を

記
載

す
る

と
と

も
に

，
事

業
主

体
ご

と
に

，
仕

入
れ

に
係

る
消

費
税

等
相
当
額
に
つ
い
て
，
こ
れ
を
減

額
し

た
場

合
に

は
「

減
額

し
た

金
額

」
を

，
同

税
額

が
な

い
場
合

に
は

「
該

当
な

し
」

と
同

税
額

が
明

ら
か

で
な

い
場

合
に

は
「

含
税

額
」

と
そ

れ
ぞ

れ
記

入
す

る
こ

と
。

計
0

0

用
地

費
及

び
補

償
費

測
量

設
計

費

純
工

事
費

事
 
 
業

 
 
費

工
事

費
円

費
目

工
  
 種

総
量

前
　
年
　
度
　
ま
　
で

本
年

度
翌

 
年

 
度

 
以

 
降

備
考

事
 業

 量
事
  

業
  

費
国

庫
補

助
金

（
Ａ

）

国
庫

補
助

率

県
補

助
金

（
Ｂ

）

土
地

改
良

区

そ
の

他

事
 
業

 
量

経
　

費
　

の
　

配
　

分
　

及
　

び
　

事
　

業
　

計
　

画
　

の
　

概
　

要

〇
〇
地
区

施
行
年
度

平
成
　
年

度
～
平

成
　

年
度

〇
〇
市
町
村

事
　

業
　

名

県
補

助
率

市
町

村
費

事
  
業
  
量

事
 業

 費
事
 業

 
費

事
 業

 量
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別紙第１－２（基幹水利施設管理事業用）

(1) 事業の名称
(2) 事業主体名
(3) 地区の名称
(4) 事務所の所在地
(5) 事業計画の概要

自

至

(6)経費の配分

円 円 円 円 円
()

()

()

()

() () () () ()

分及び事業実績の概要」と置き換えること。
（注）　実績報告書に添付する際は，「経費の配分及び事業計画の概要」を「経費の配

経費の配分及び事業計画の概要

電力料

管 理 諸 費

合   計

費　　目 事業費 摘　　要

管 理 費

整備費

国庫
補助金

県補助金 市町村費
土地改良区

その他

管 理 諸 費
()

合   計
()

整備費

電力料
平成29年3月31日

円

管 理 費
()

平成28年4月1日

費　　目 事　　業　　費 事業期間
自　年　月　日

摘　　要
至　年　月　日
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別
紙
第
１
－
３
（
１

）
（

農
地

耕
作

条
件

改
善

事
業

交
付

申
請

用
）

経
費
の
配
分
及
び
事

業
計

画
の

概
要

（
単

位
：

円
）

定
額

・
定

率
の

区
分

事
業

番
号

事
業

名
開

始
年

度
完

了
年

度
数

量
単

位
数

量
単

位
数

量
単

位

0
0

0
0

0
0

0
0
仕

入
れ

に
係

る
消

費
税

等
相

当
額

0
0

0
0

0
0

0
0

減
額

し
た

金
額

又
は

該
当

な
し

又
は

含
税

額

0
0

0
0

0

0
0

0
0

0

0
0

0
0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0 0 0 0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

（
注
）

１
　

複
数

の
地

区
（

農
地

耕
作

条
件

改
善

計
画

）
を

ま
と

め
て

交
付

申
請

す
る

場
合

は
，

地
区

ご
と
に
「
計
」
欄
で
集
計
す
る
。

２
　

「
計

画
区

分
」

欄
に

は
，

地
域

内
農

地
集

積
型

は
「

１
」

，
高

収
益

作
物

転
換

型
は

「
２

」
，
農
地
集
積
推
進
型
は
｢３

｣を
記
載
す
る
。

３
　

「
定

額
・

定
率

の
区

分
」

欄
に

は
，

定
額

助
成

は
「

１
」

，
定

率
助

成
は

「
２

」
，

農
地

集
積
推
進
助
成
は
「
３
」
を
記
載
す
る
。

４
　

「
事

業
番

号
」

欄
に

は
，

実
施

要
綱

別
表

の
事

業
種

類
ご

と
に

番
号

を
記

載
す

る
。

な
お

付
番
は
以
下
の
と
お
り
。

○
定
額

助
成

1
：

田
の

区
画

拡
大

（
水

路
の

変
更

を
伴

わ
な

い
も

の
，

2：
田

の
区

画
拡

大
（

水
路

の
変

更
を
伴
う
も
の
）
，
3：

畑
の
区
画
拡
大
（
水
路
の
変
更
を
伴
わ
な
い
も
の
）
，
4：

畑
の
区
画
拡
大
（
水
路
の
変
更
を
伴
う
も
の
）
，

5
：

暗
渠

排
水

，
6
：
湧

水
処

理
，

7：
末

端
畑

地
か

ん
が

い
施

設
，

8：
客

土
，

9：
除

礫
，
10
：
更
新
の
う
ち
用
水
路
，
11
：
更
新
の
う
ち
排
水
路
，
12
：
更
新
の
う
ち
農
作
業
道
，
13
更
新
の
う
ち
特
認
事
業
，

1
4：

条
件

改
善

推
進

費
，

15
高

収
益

作
物

転
換

推
進

費

○
定
率

助
成

1
6：

農
業

用
用

排
水

施
設

，
17
：

暗
渠

排
水

，
18
：

土
層

改
良

，
19
：

区
画

整
理

，
20
：

農
作
業
道
，
21
：
農
地
造
成
，
22
：
農
用
地
の
保
全
，
23
：
営
農
環
境
整
備
支
援
，
24
：
管
理
省
力
化
支
援
，

2
5：

品
質

向
上

支
援

，
26

：
条

件
改

善
促

進
支

援
，

27
：

高
収

益
作

物
導

入
支

援
，

28
：

指
導

○
農
地

集
積

推
進

助
成

2
9：

農
地

集
積

推
進

支
援

５
　

「
事

業
名

」
欄

に
は

，
上

記
４

の
番

号
に

該
当

す
る

名
称

を
記

載
す

る
。

 

６
　

「
法

律
・

予
算

の
区

分
」

欄
に

は
，

国
の

負
担

又
は

補
助

の
割

合
に

つ
い

て
個

別
の

法
令

等
に
規
定
が
あ
る
場
合
は
，
法
律
補
助
「
１
」
と
記
載
し
，
そ
れ
以
外
は
予
算
補
助
「
２
」
と
記
載
す
る
。
 

７
　

「
事

業
実

施
期

間
」

欄
に

は
，

各
計

画
の

実
施

期
間

を
記

載
す

る
。

８
　

「
総

事
業

費
(A

)
」
欄

に
は

，
事

業
実

施
期

間
全

体
に

お
け

る
事

業
費

の
総

額
を

記
載

す
る

。
 

９
　

「
交

付
限

度
額

算
定

交
付

率
【

定
率

】
(B
)」

欄
に

は
，

そ
の

交
付

率
を

記
載

す
る

。

10
　

「
交

付
限

度
額

算
定

基
礎

額
【

定
額

】
(D
)」

欄
に

は
，

「
総

事
業

費
(A
)」

の
額

の
う

ち
国

費
相
当
額
を
記
載
す
る
。

11
　

「
交

付
限

度
額

算
定

交
付

率
【

農
地

集
積

推
進

】
(Ｅ

)」
欄

に
は

，
そ

の
交

付
率

を
記

載
す

る
。

12
　

「
前

年
度

ま
で

の
事

業
費

(Ｇ
)」

欄
に

は
，

前
年

度
ま

で
に

実
施

し
た

事
業

費
全

額
を

記
載

す
る
。

13
　

「
差

額
(Ｉ

)
」
欄

に
は

，
前

年
度

に
お

い
て

，
第

４
の

３
の

規
定

を
適

用
し

調
整

し
た

場
合

に
，
そ
の
額
を
記
載
す
る
。
 　

　

※
同

じ
地

区
内

に
お

い
て

他
の

交
付

対
象

事
業

に
お

け
る

調
整

額
を

融
通

し
て

も
構

わ
な

い
が
，
各
交
付
対
象
事
業
に
お
け
る
全
体
事
業
費
を
超
え
な
い
よ
う
に
注
意
す
る
こ
と
。

14
　

「
本

年
度

交
付

限
度

額
算

定
基

礎
額

(Ｎ
)」

，
「

本
年

度
都

道
府

県
費

」
，

「
本

年
度

市
町

村
費
」
及
び
「
本
年
度
そ
の
他
」
の
合
計
額
が
，
「
本
年
度
事
業
費
(Ｊ

)」
と
同
額
に
な
る
よ
う
注
意
す
る
こ
と
。

15
　

 変
更

申
請

す
る

場
合

で
，

前
回

ま
で

の
申

請
額

に
修

正
が

あ
る

場
合

は
，

上
段

に
行

を
追

加
し
て
前
回
申
請
額
を
括
弧
書
で
記
載
し
，
下
段
に
変
更
後
申
請
額
を
記
載
す
る
。
 

16
　

「
備

考
」

欄
に

は
，

消
費

税
仕

入
控

除
税

額
を

減
額

し
た

場
合

は
「

減
額

し
た

金
額

○
○

○
円
」
を
，
同
税
額
が
な
い
場
合
は
「
該
当
な
し
」
を
，
同
税
額
が
明
ら
か
で
な
い
場
合
に
は
「
含
税
額
」
を
そ
れ
ぞ
れ
記
載
す
る
。

計 計 合
計

総
事

業
量

交
付

限
度

額
算

定
交

付
率

【
農

地
集

積
推

進
】

(
E
)

交
付

限
度

額
算

定
基

礎
額

【
農

地
集

積
推

進
】

(
F
)
=
(
A
)
×

(
E
)

事
業

主
体

総
事

業
費

(
A
)

交
付

限
度

額
算

定
交

付
率

【
定

率
】

(
B
)

交
付

限
度

額
算

定
基

礎
額

【
定

率
】

(
C
)
=
(
A
)
×

(
B
)

本
年

度
県

補
助

金
本

年
度

市
町

村
費

本
年

度
土

地
改

良
区

そ
の

他

翌
年

度
以

降
事

業
費

(
O
)
=
(
A
)
-

(
G
)
-
(
J
)

翌
年

度
以

降
交

付
限

度
額

算
定

基
礎

額
(
P
)
=
(
C
)
+
(
D
)

+
(
F
)
-

(
H
)
=
(
N
)

備
考

翌
年

度
以

降
事

業
量

前
年

度
ま

で
の

交
付

済
み

の
総

額

(
H
)

差
額

(
I
)

本
年

度
事

業
費

(
J
)

単
年

度
交

付
限

度
額

算
定

基
礎

額
【

定
率

】
(
K
)
=
(
J
)
×

(
B
)

単
年

度
交

付
限

度
額

算
定

基
礎

額
【

定
額

】
(
L
)

本
年

度
交

付
限

度
額

算
定

基
礎

額

(
N
)
=
(
K
)
+
(
L
)

+
(
M
)
-
(
I
)

本
年

度
事

業
量

単
年

度
交

付
限

度
額

算
定

基
礎

額
【

農
地

集
積

推
進

】
(
M
)
=
(
J
)
×

(
E
)

交
付

限
度

額
算

定
基

礎
額

【
定

額
】

(
D
)

前
年

度
ま

で
の

事
業

費

(
G
)

市
町

村
名

地
区

名
計

画
区

分

交
付

対
象

事
業

法
律

・
予

算
の

区
分

事
業

実
施

期
間
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別
紙

第
１

－
３

（
２
）
（
農
地
耕
作
条
件
改
善
事
業

実
績

報
告

用
）

経
費

の
配

分
及

び
事
業
計
画
の
概
要

（
単
位
：
円
）

定
額

・
定

率
の

区
分

事
業

番
号

事
業

名
開

始
年

度
完

了
年

度
数

量
単

位
数

量
単

位
数

量
単

位

0
0

0
0

0
0

0
0
仕
入
れ
に
係
る

消
費
税
等
相
当
額

0
0

0
0

0
0

0
0

減
額
し
た
金
額
又
は

該
当
な
し
又
は
含
税
額

0
0

0
0

0

0
0

0
0

0

0
0

0
0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0 0 0 0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

（
注

）
１

　
複
数
の
地
区
（
農
地
耕
作
条
件
改

善
計

画
）

を
ま

と
め

て
交

付
申

請
す

る
場

合
は

，
地

区
ご
と

に
「

計
」

欄
で

集
計

す
る

。

２
　

「
計
画
区
分
」
欄
に
は
，
地
域
内

農
地

集
積

型
は

「
１

」
，

高
収

益
作

物
転

換
型

は
「

２
」
，

農
地

集
積

推
進

型
は

｢３
｣を

記
載

す
る

。

３
　

「
定
額
・
定
率
の
区
分
」
欄
に
は

，
定

額
助

成
は

「
１

」
，

定
率

助
成

は
「

２
」

，
農

地
集
積

推
進

助
成

は
「

３
」

を
記

載
す

る
。

４
　

「
事
業
番
号
」
欄
に
は
，
実
施
要

綱
別

表
の

事
業

種
類

ご
と

に
番

号
を

記
載

す
る

。
な

お
付
番

は
以

下
の

と
お

り
。

○
定
額
助
成

1：
田
の
区
画
拡
大
（
水
路
の

変
更

を
伴

わ
な

い
も

の
，

2
：

田
の

区
画

拡
大

（
水

路
の

変
更

を
伴

う
も

の
）

，
3：

畑
の

区
画

拡
大

（
水

路
の

変
更

を
伴

わ
な

い
も

の
）

，
4：

畑
の

区
画

拡
大

（
水

路
の

変
更

を
伴

う
も
の
）
，

5：
暗
渠
排
水
，
6：

湧
水
処
理

，
7：

末
端

畑
地

か
ん

が
い

施
設

，
8
：

客
土

，
9：

除
礫

，
1
0：

更
新

の
う

ち
用

水
路

，
11
：

更
新

の
う

ち
排

水
路

，
1
2：

更
新

の
う

ち
農

作
業

道
，

13
更

新
の

う
ち

特
認

事
業

，

14
：
条
件
改
善
推
進
費
，
15
高

収
益

作
物

転
換

推
進

費

○
定
率
助
成

16
：
農
業
用
用
排
水
施
設
，
17

：
暗

渠
排

水
，

18
：

土
層

改
良

，
19

：
区

画
整

理
，

2
0：

農
作

業
道

，
21
：

農
地

造
成

，
22
：

農
用

地
の

保
全

，
23
：

営
農

環
境

整
備

支
援

，
24
：

管
理

省
力

化
支

援
，

25
：
品
質
向
上
支
援
，
26

：
条

件
改

善
促

進
支

援
，

27
：

高
収

益
作

物
導

入
支

援
，

28
：
指

導

○
農
地
集
積
推
進
助
成

29
：
農
地
集
積
推
進
支
援

５
　

「
事
業
名
」
欄
に
は
，
上
記
４
の

番
号

に
該

当
す

る
名

称
を

記
載

す
る

。
 

６
　

「
法
律
・
予
算
の
区
分
」
欄
に
は

，
国

の
負

担
又

は
補

助
の

割
合

に
つ

い
て

個
別

の
法

令
等
に

規
定

が
あ

る
場

合
は

，
法

律
補

助
「

１
」

と
記

載
し

，
そ

れ
以

外
は

予
算

補
助

「
２

」
と

記
載

す
る

。
 

７
　

「
事
業
実
施
期
間
」
欄
に
は
，
各

計
画

の
実

施
期

間
を

記
載

す
る

。

８
　

「
総
事
業
費
(A

)」
欄
に
は
，
事

業
実

施
期

間
全

体
に

お
け

る
事

業
費

の
総

額
を

記
載

す
る

。
 

９
　

「
交
付
限
度
額
算
定
交
付
率
【
定

率
】

(B
)」

欄
に

は
，

そ
の

交
付

率
を

記
載

す
る

。

10
　
「
交
付
限
度
額
算
定
基
礎
額
【

定
額

】
(D

)」
欄

に
は

，
「

総
事

業
費

(A
)
」

の
額

の
う

ち
国
費

相
当

額
を

記
載

す
る

。

11
　
「
交
付
限
度
額
算
定
交
付
率
【

農
地

集
積

推
進

】
(Ｅ

)」
欄

に
は

，
そ

の
交

付
率

を
記

載
す
る

。

12
　
「
前
年
度
ま
で
の
事
業
費
(Ｇ

)」
欄

に
は

，
前

年
度

ま
で

に
実

施
し

た
事

業
費

全
額

を
記

載
す

る
。

13
　
「
差
額
(Ｉ

)」
欄
に
は
，
前
年
度

に
お

い
て

，
第

４
の

３
の

規
定

を
適

用
し

調
整

し
た

場
合
に

，
そ

の
額

を
記

載
す

る
。

 
　

　

※
同
じ
地
区
内
に
お
い
て
他

の
交

付
対

象
事

業
に

お
け

る
調

整
額

を
融

通
し

て
も

構
わ

な
い

が
，

各
交

付
対

象
事

業
に

お
け

る
全

体
事

業
費

を
超

え
な

い
よ

う
に

注
意

す
る

こ
と

。

14
　
「
本
年
度
交
付
限
度
額
算
定
基

礎
額

(Ｎ
)」

，
「

本
年

度
都

道
府

県
費

」
，

「
本

年
度

市
町
村

費
」

及
び

「
本

年
度

そ
の

他
」

の
合

計
額

が
，

「
本

年
度

事
業

費
(Ｊ

)」
と

同
額

に
な

る
よ

う
注

意
す

る
こ

と
。

15
　
 変

更
申
請
す
る
場
合
で
，
前
回

ま
で

の
申

請
額

に
修

正
が

あ
る

場
合

は
，

上
段

に
行

を
追

加
し

て
前

回
申

請
額

を
括

弧
書

で
記

載
し

，
下

段
に

変
更

後
申

請
額

を
記

載
す

る
。

 

16
　
「
備
考
」
欄
に
は
，
消
費
税
仕

入
控

除
税

額
を

減
額

し
た

場
合

は
「

減
額

し
た

金
額

○
○

○
円

」
を

，
同

税
額

が
な

い
場

合
は

「
該

当
な

し
」

を
，

同
税

額
が

明
ら

か
で

な
い

場
合

に
は

「
含

税
額

」
を

そ
れ

ぞ
れ

記
載
す
る
。

17
　
「
精
算
交
付
額
（
Q）

」
欄
に
は

，
当

該
年

度
に

す
で

に
概

算
払

請
求

に
よ

り
交

付
を

受
け

た
額

も
含

め
て

記
載

す
る

。

計 計 合
計

精
算

交
付

額
(
Q
)

次
年

度
調

整
額

(
R
)
=
(
Q
)
-
(
N
)

本
年

度
市

町
村

費

本
年

度
土

地
改

良
区

そ
の

他

翌
年

度
以

降
事

業
量

交
付

限
度

額
算

定
交

付
率

【
農

地
集

積
推

進
】

(
E
)

交
付

限
度

額
算

定
基

礎
額

【
農

地
集

積
推

進
】

(
F
)
=
(
A
)
×

(
E
)

翌
年

度
以

降
事

業
費

(
O
)
=
(
A
)
-

(
G
)
-
(
J
)

翌
年

度
以

降
交

付
限

度
額

算
定

基
礎

額
(
P
)
=
(
C
)
+
(
D
)

+
(
F
)
-

(
H
)
=
(
N
)

備
考

本
年

度
事

業
費

(
J
)

単
年

度
交

付
限

度
額

算
定

基
礎

額
【

定
率

】
(
K
)
=
(
J
)
×

(
B
)

単
年

度
交

付
限

度
額

算
定

基
礎

額
【

定
額

】
(
L
)

単
年

度
交

付
限

度
額

算
定

基
礎

額
【

農
地

集
積

推
進

】
(
M
)
=
(
J
)
×

(
E
)

本
年

度
交

付
限

度
額

算
定

基
礎

額

(
N
)
=
(
K
)
+
(
L
)

+
(
M
)
-
(
I
)

本
年

度
県

補
助

金

前
年

度
ま

で
の

事
業

費

(
G
)

前
年

度
ま

で
の

交
付

済
み

の
総

額

(
H
)

差
額

(
I
)

本
年

度
事

業
量

事
業

主
体

総
事

業
量

総
事

業
費

(
A
)

交
付

限
度

額
算

定
交

付
率

【
定

率
】

(
B
)

交
付

限
度

額
算

定
基

礎
額

【
定

率
】

(
C
)
=
(
A
)
×

(
B
)

交
付

限
度

額
算

定
基

礎
額

【
定

額
】

(
D
)

市
町

村
名

地
区

名
計

画
区

分

交
付

対
象

事
業

法
律

・
予

算
の

区
分

事
業

実
施

期
間
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別
紙
第
１
－
４
（
１
）
（
土
地
改
良
区
体
制
強

化
事

業
用

）

地
区
名

（
事
業
主

体
）

(
)

円
円

円
％

円
％

円
円

円

仕
入

れ
に

係
る

消
費

税
等

相
当

額
減

額
し

た
金

額
又

は
該

当
な

し
又

は
含

税
額

0
0

0
0

0
0

0

補
助

金
合

計
(A

)+
(B

)
円

（
注
）

２
　
実
績
報
告
書
に
添
付
す
る
際

は
，

「
経

費
の

配
分

及
び

事
業

計
画

の
概

要
」

を
「

経
費

の
配
分

及
び

事
業

実
績

の
概

要
」

と
置

き
換

え
る

こ
と

。

経
　

費
　

の
　

配
　

分
　

及
　

び
　

事
　

業
　

計
　

画
　

の
　

概
　

要

事
　

業
　

名
〇
〇
地
区

施
行
年
度

平
成
　
年

度
～
平

成
　

年
度

〇
〇
改
良
区

本
年

度
翌

 
年

 
度

 
以

 
降

県
補

助
率

市
町

村
費

土
地

改
良

区

そ
の

他

事
 
業

 
量

事
 
 
業

 
 
費

備
考

事
  
業
  
量

事
 業

 費
事
 業

 量
事
  

業
  

費
事
 業

 量
事
 業

 
費

国
庫

補
助

金
（

Ａ
）

国
庫

補
助

率

県
補

助
金

（
Ｂ

）

円

事
業

名
事
業
区
分

総
量

前
　
年
　
度
　
ま
　
で

事
業

計
画

の
概

要
に

つ
い

て
は

，
別

紙
第

1
－

４
（

２
）

の
と

お
り

１
　
備
考
欄
に
は
，
事
業
主
体
ご

と
に

，
仕

入
れ

に
係

る
消

費
税

等
相

当
額

に
つ

い
て

，
こ

れ
を
減

額
し

た
場

合
に

は
「

減
額

し
た

金
額

」
を

，
同

税
額

が
な

い
場

合
に

は
「

該
当

な
し

」
と

同
税

額
が

明
ら

か
で

な
い

場
合
に
は
「
含
税
額
」
と
そ
れ
ぞ

れ
記

入
す

る
こ

と
。

計
0

0
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別紙第１－４（２）（土地改良区体制強化事業用）

（単位：千円）

実施（開催）予定　　平成　年　月～平成　年　月

（注）
１　事業内容には実施（開催）予定年月も記載すること。
２　実績報告書に添付する際は，「経費の配分及び事業計画の概要」を「経費の配分及び事業実績の概要」と置き換えること。
３　予算額については，その積算根拠も添付すること。

事業内容 予算額

合計

事業計画の概要

事業名 事業区分
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別
紙

第
２

－
１

収
支

予
算

書

〇
〇
事

業
円

円
％

円
％

円
円

△
△

地
区

（
〇

〇
市

町
村
）

計

補
助
金
合
計

（
Ａ
）
＋
（
Ｂ
）

円

予
算
議

決
（
又
は
予
算
議

決
予

定
）

　
平

成
　

年
　

月
　

日

（
注
）

　
実

績
報

告
書

に
添
付
す
る
際
は
，
「
収
支
予
算
書
」
を
「
収
支
精
算
書
」
と
置
き
換
え
る
こ
と

備
　
考

区
分

事
  
業
  
費

国
庫
補
助
金

（
Ａ
）

県
補
助
率

0

国
　
庫

補
助
率

県
補
助
金

（
Ｂ
）

市
町
村
費

土
地
改
良
区

そ
の
他
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別紙第２－２（基幹水利施設管理事業及び農地耕作条件改善事業用）

事業名

地区名

事業主体

（１）収入の部

増 減

円 円 円 円

() ()

() ()

() ()

() ()

() ()

（２）支出の部

増 減

円 円 円 円

予算議決（又は予算議決予定）　平成　年　月　日

（注）実績報告書に添付する際は，「収支予算書」を「収支精算書」，「本年度予算額」を「本年度精算額」，
「前年度予算額」を「本年度予算額」と置き換えること

摘　　要

区 分 本年度予算額 前年度予算額
比 較

摘　　要

合　計

収 支 予 算 書

合　計

国庫補助金

県補助金

市町村費

土地改良区
その他

区 分 本年度予算額 前年度予算額
比 較
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別記様式第２号（第５関係） 

平成  年度土地改良事業補助金交付決定前着手届 

番 号 

年 月 日 

宮城県知事 〇〇〇〇 殿 

住所  

氏名又は名称及び代表者名

 別紙事業について，下記条件を了承の上，補助金交付決定前着手したいので，土地改

良事業補助金交付要綱第５の規定に基づき，届出書を提出する。 

記 

１ 補助金交付決定を受けるまでの期間内に，天災地変等の事由によって実施した事

業に損失を生じた場合，これらの損失は，事業主体が負担するものとする。 

２ 補助金交付決定を受けた補助金額が交付申請額又は交付申請予定額に達しない場

合においても，異議がないこと。 

３ 当該事業については，着手から補助金交付決定を受けるまでの期間内においては，

計画の変更は行わないこと。 

別紙 

１ 事業の種類 

２ 地区名 

３ 事業主体 

４ 関係市町村 

５ 計画期間内の事業内容及び総事業費 

６ 当該年度の事業内容，事業費及び国費 

７ 着手予定年月日 

８ 完了予定年月日 

９ 交付決定前着手を必要とする理由 
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別記様式第３号（第６関係） 

平成  年度土地改良事業補助金計画変更承認及び変更交付申請書 

番 号 

年  月  日 

  宮城県知事 〇〇〇〇 殿 

住所  

氏名又は名称及び代表者名

地区名（〇〇〇地区）  

 平成  年  月  日付け  第  号をもって交付決定された（ここに別表の事

業の種類を記載）について，事業の内容等を下記のとおり変更したいので，土地改良事

業補助金交付要綱第６の規定に基づき［，金   円を追加交付されたく（，金   円

の減額承認を受けたく）］申請する。 

記 

（注）１ 金額の変更がない場合は［ ］の部分を除くこと 

２ 記の記載は，別記様式第１号に準ずること 

この場合において，同様式中の「事業の目的」を「変更の理由」と置き換え，

添付書類については，交付申請時から，変更があったものに限り添付すること 

その際，変更前後の内容を容易に比較対照できるように，変更部分を二段書

きとし，変更前を括弧書きで上段に記載すること 
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別記様式第４号（第８関係） 

平成  年度土地改良事業遂行状況報告書 

番 号 

年 月 日 

宮城県知事 〇〇〇〇 殿 

住所  

氏名又は名称及び代表者名

地区名（〇〇〇地区）  

 平成  年  月  日付け  第  号をもって交付決定された（ここに別表の事

業の種類を記載）について，土地改良事業補助金交付要綱第８の規定に基づき，その遂

行状況を下記のとおり報告する。 

記 

１ 事 業 着 手：平成  年  月  日 

２ 事業の完了予定：平成  年  月  日 
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３ 事業遂行状況 

（注）「事業費Ｂ」の欄には，事業の出来高を金額に換算した額を記載すること 

４ 収支の状況 

（１）収入の部

区 分 予 算 額 収 入 済 額 収入未済額 備考 

国庫補助金 

県補助金 

市町村費 

土地改良区等費 

円 円 円 

計 

（２）支出の部

区 分 予 算 額 支 出 済 額 支出未済額 備考 

円 円 円 

計 

区  分 

実施計画 出来高 進捗率 

Ｂ／Ａ 

備考 
事業費 

Ａ 
交付額 

事業費 

Ｂ 
交付額 

円 円 円 円  ％ 
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別記様式第５号（第９第１項関係） 

平成  年度土地改良事業補助金実績報告書 

番 号 

年  月  日 

  宮城県知事 〇〇〇〇 殿 

住所  

氏名又は名称及び代表者名

地区名（〇〇〇地区）  

平成  年  月  日付け  第  号をもって交付決定（され，平成  年  月  

日付け  第  号をもって変更承認）された（ここに別表の事業の種類を記載）につ

いて，交付決定通知の内容に従い実施したので，土地改良事業補助金交付要綱第９第１

項の規定に基づき，その実績を報告する。 

（なお，併せて精算額金   円の交付を請求する。） 

記 

（注）１ 記の記載は，別記様式第１号に準ずること 

その際，変更前後の内容を容易に比較対照できるように，変更部分を二段書

きとし，変更前を括弧書きで上段に記載すること 

なお，添付書類については次のとおり 

（１）経費の配分及び事業実績の概要（別紙第１）

（２）収支精算書（別紙第２）

（３）各事業費の根拠となる支払経費ごとの内訳を記載した資料，帳簿の写

し又は補助金調書（別紙第３）のいずれか

（４）財産管理台帳（別紙第４）

（５）補助金交付申請書又は変更承認申請書に添付したものから変更があっ

たものについては，必要書類

（６）その他知事が必要と認める書類

２ 変更承認を受けていない場合は（され，……）の部分を，精算払がない場合

は（なお，……）の部分を除くこと 

３ 変更承認を複数回受けている場合は，その全てについて記載すること 

４ 精算払の請求がある場合は，金額の記載を１行に収め，余白に振込先を記載

すること 

※振込先記入例

金融機関名 （本店・〇〇〇支店）  （普通・当座） 口座番号 

口座名義人 （口座名義人ヨミガナ）
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別記様式第６号（第９第４項関係） 

平成  年度土地改良事業補助金消費税仕入控除税額報告書 

番 号 

年 月 日 

  宮城県知事 〇〇〇〇 殿 

住所  

氏名又は名称及び代表者名

地区名（〇〇〇地区）

平成  年  月  日付け  第  号をもって交付決定された（ここに別表の事

業の種類を記載）について，土地改良事業補助金交付要綱第９第４項の規定に基づき，

下記のとおり報告する。 

記 

１ 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第１５条の補助金の額の確定額 

金      円 

（平成  年  月  日付け  第  号による額の確定通知額）

２ 補助金の確定時に減額した消費税仕入控除税額 金 円 

３ 消費税及び地方消費税の申告により確定した消費税仕入控除税額

金 円 

４ 補助金返還相当額（３－２） 金 円 

（注） 記載内容の確認のため，以下の資料を添付すること

なお，事業主体が法人格を有しない組合等の場合は，すべての構成員分を添付すること

・消費税確定申告書の写し（税務署の収受印等のあるもの）

・付表２「課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表」の写し

・３の金額の積算の内訳（人件費に通勤手当を含む場合は，その内訳を確認できる資料も併せて提出する

こと）

・事業主体が消費税法第６０条第４項に定める法人等である場合，同項に規定する特定収入の割合を確認

できる資料
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５ 当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかにならない場合，その状況を記載 

［ ］ 

（注） 消費税及び地方消費税の確定申告が完了していない場合にあっては，申告予定時期も記載すること

６ 当該補助金に係る消費税仕入控除税額がない場合，その理由を記載 

［ ］ 

（注） 記載内容の確認のため，以下の資料を添付すること

なお，事業主体が法人格を有しない組合等の場合は，すべての構成員分を添付すること

・免税事業者の場合は，補助金事業実施年度の前々年度に係る法人税（個人事業者の場合は所得税）確定

申告書の写し（税務署の収受印等のあるもの）及び損益計算書等，売上高を確認できる資料

・簡易課税制度の適用を受ける事業者の場合は，補助金事業実施年度における消費税確定申告書（簡易課

税用）の写し（税務署の収受印等のあるもの）

・事業主体が消費税法第６０条第４項に定める法人等である場合は，同項に規定する特定収入の割合を確

認できる資料
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別記様式第７号（第 11 関係） 

平成  年度土地改良事業補助金概算払請求書 

番 号 

年 月 日 

宮城県知事 〇〇〇〇 殿 

住所  

氏名又は名称及び代表者名

地区名（〇〇〇地区）  

 平成  年  月  日付け  第  号をもって交付決定された（ここに別表の事

業の種類を記載）について，土地改良事業補助金交付要綱第１１の規定に基づき，金

円を下記のとおり概算払により交付されたく請求する。 

記 

区  分 事業費 
補助金 

① 

既受領額 

② 

今回請求額 

残 高 

①－(②＋④)
備 考 

金 額 

④≦①×③－②

○月○日迄

予定出来高

③

円 円 円 円 ％ 円 

合  計 

概算払請求理由： 

事 業 着 手：平成  年  月  日 

事 業 完 了 予 定：平成  年  月  日 

※振込先 

金融機関名 （本店・〇〇〇支店）  （普通・当座） 口座番号 

口座名義人 （口座名義人ヨミガナ） 

（注） 本文中における金額の記載は，１行に収めること 
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